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令和８年４月１日から、都市計画法第２９条の開発許可基準について、新たな審査基準に

より審査いたします。新たな審査基準についての主な改正内容は以下のとおりです。 

 

改正点１：形の変更に該当する行為を５０㎝を超える造成行為から１ｍを超える 

造成行為に変更します。 

   

    Ｌ又はＨ ≧ 1.0ｍ

 

   

改正点２：質の変更に該当する行為（宅地以外である土地を宅地とする場合） 

   の宅地の定義を明確化します。 

「宅地」とは、下記の各号のいずれかに該当する土地をいい、これらの土地以外である土地を宅地

とする場合は、質の変更となる。 

１. 現に建築物の敷地として利用されている土地（その主たる利用目的が建築物の用に供しない土

地並びに仮設建築物及び違反建築物の敷地として利用されている土地を除く。本項４について

も同様。） 

２. 市街化区域内の土地であって、不動産登記法に基づく土地登記事項証明書の地目が、「宅地」で

あるか否かを判断する日（以下、「基準日」という。）の５年以上前から継続して宅地である土

地。なお、土地登記事項証明書の地目が宅地である日とは、登記の日付による。 

３. 市街化区域内の土地であって、地方税法に基づく固定資産税課税台帳における地目が、基準日

の５年以上前から継続して宅地である土地（予定建築物の敷地となる土地のすべてを国又は地

方公共団体が保有していたもので、過去に建築物が存し、かつ、建築物除却の日から基準日ま

での間、土地の状況に変化がない土地における固定資産税課税台帳の地目が宅地である土地を

含む。） 

造成後の地盤高 

GL 

FH 

現況地盤高 

切土 Ｌ 

盛土 Ｈ 



４. 建築物の敷地として利用されていた土地で、当該建築物の除却の日から基準日までの間、土地

の状態に変化のない土地（当該建築物が除却された日から、５年以上経過した土地を除く。） 

５. 法第 29 条第１項第４号、第６号、第７号又は第８号に該当する開発行為が行われた土地の区

域で、事業の完了公告がなされた土地。 

６. 法第 29 条第 1 項第５号に該当する開発行為の認可を受けた区域内で、土地区画整理法第 98 条

に規定する仮換地指定を受けた後の土地 

７. 法第 29 条第１項第９号に該当する開発行為が行われた土地の区域で、公有水面埋立法第 22 条

第２項の規定による告示がなされた土地 

８. 前各号に定めるもののほか、法第 36 条第３項に規定する工事の完了公告がなされた土地（当該

完了公告がなされた際に、予定建築物の定められていない土地を除く） 

９. 旧住宅地造成事業に関する法律第 12 条第３項に規定する工事の完了公告がなされた土地 

10. 建築基準法第 42 条第１項第 5 号の規定により道路の位置が指定されたときに、建築物の敷地

に供することとされていた土地 

 


